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監 査 公 表 第 １ ２ 号
地 方 自 治 法 （ 昭 和 22年 法 律 第 67号 ） 第 199条 第 ４ 項 の 規 定 に よ り 実 施 し た 定 期 監 査 の 結

果 は 、 次 の と お り で す 。
平 成 25年 ８ 月 23日

福 島 県 監 査 委 員 青 木 稔
福 島 県 監 査 委 員 亀 岡 義 尚
福 島 県 監 査 委 員 美 馬 武 千 代
福 島 県 監 査 委 員 尾 形 克 彦

１ 監 査 実 施 期 間 平 成 25年 ６ 月 ４ 日 ～ 平 成 25年 ７ 月 24日
２ 監 査 対 象 機 関 公 所 16箇 所
３ 監 査 の 結 果

湖 南 高 等 学 校 、 田 島 高 等 学 校 、 南 会 津 高 等 学 校 及 び 只 見 高 等 学 校 の ４ 機 関 は 平 成 23
会 計 年 度 及 び 平 成 24会 計 年 度 の 財 務 に 関 す る 事 務 、 そ の 他 の 12機 関 は 平 成 24会 計 年 度
の 財 務 に 関 す る 事 務 に つ い て 実 施 し た 。
(1 ) 保 健 福 祉 部

対 象 機 関 実 施 年 月 日 担 当 監 査 委 員 実施方法 職 員 調 査 年 月 日

会津児童相談
平成25年７月10日 青 木 稔 尾形 克彦 実地監査 平成25年５月15日

所

上 記 の 監 査 対 象 機 関 の 財 務 に 関 す る 事 務 の 執 行 は 、 適 正 と 認 め ら れ た 。
(2 ) 商 工 労 働 部

対 象 機 関 実 施 年 月 日 担 当 監 査 委 員 実施方法 職 員 調 査 年 月 日

テクノアカデミー
平成25年６月12日 青 木 稔 尾形 克彦 実地監査 平成25年５月10日

郡 山
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上 記 の 監 査 対 象 機 関 の 財 務 に 関 す る 事 務 の 執 行 は 、 適 正 と 認 め ら れ た 。
(3 ) 農 林 水 産 部

対 象 機 関 実 施 年 月 日 担 当 監 査 委 員 実施方法 職 員 調 査 年 月 日

水 産 事 務 所 平成25年７月24日 亀岡 義尚 美馬武千代 実地監査 平成25年５月17日

上 記 の 監 査 対 象 機 関 の 財 務 に 関 す る 事 務 の 執 行 は 、 適 正 と 認 め ら れ た 。
(4 ) 土 木 部

対 象 機 関 実 施 年 月 日 担 当 監 査 委 員 実施方法 職 員 調 査 年 月 日

福島空港事務
平成25年７月24日 亀岡 義尚 美馬武千代 実地監査 平成25年５月21日

所

○ 下 記 の と お り 指 導 事 項 が 認 め ら れ た の で 、 措 置 又 は 留 意 ・ 改 善 す る よ う 指 導 し
た 。
指 導 事 項
・ 公 園 施 設 長 寿 命 化 計 画 策 定 業 務 委 託 契 約 に お い て 、 契 約 書 （ 特 記 仕 様 書 ） に
定 め る 「 概 要 書 」 の 提 出 が な い に も か か わ ら ず 、 履 行 が 確 認 さ れ た と し て 委
託 料 が 支 払 わ れ て い る 。 （ 福 島 空 港 事 務 所 ）

(5 ) 教 育 委 員 会

対 象 機 関 実 施 年 月 日 担 当 監 査 委 員 実施方法 職 員 調 査 年 月 日

教育センター 平成25年６月４日 亀岡 義尚 美馬武千代 実地監査 平成25年５月９日

郡山自然の家 平成25年６月12日 青 木 稔 尾形 克彦 実地監査 平成25年５月９日

湖南高等学校 平成25年７月10日 青 木 稔 尾形 克彦 実地監査 平成25年５月14日

白河実業高等
平成25年６月４日 青 木 稔 尾形 克彦 実地監査 平成25年５月８日

学 校

田島高等学校 平成25年７月９日 亀岡 義尚 美馬武千代 実地監査 平成25年５月14日

南会津高等学
平成25年７月10日 亀岡 義尚 美馬武千代 実 地 監 査 平成25年５月14日

校

只見高等学校 平成25年７月９日 青 木 稔 尾形 克彦 実地監査 平成25年５月15日

○ 下 記 の と お り 指 導 事 項 が 認 め ら れ た の で 、 措 置 又 は 留 意 ・ 改 善 す る よ う 指 導 し
た 。
指 導 事 項
・ 購 入 、 寄 付 等 で 受 け 入 れ た 備 品 に つ い て 、 物 品 管 理 簿 に 記 載 さ れ て お ら ず 備
品 標 識 も 付 さ れ て い な い も の が あ る 。 ま た 、 使 用 不 能 の た め 廃 棄 と な っ た 備
品 に つ い て 不 用 決 定 の 手 続 が さ れ て い な い も の が あ る 。 （ 教 育 セ ン タ ー ）

上 記 以 外 の 監 査 対 象 機 関 の 財 務 に 関 す る 事 務 の 執 行 は 、 適 正 と 認 め ら れ た 。
(6 ) 公 安 委 員 会

対 象 機 関 実 施 年 月 日 担 当 監 査 委 員 実施方法 職 員 調 査 年 月 日

福 島 警 察 署 平成25年６月４日 亀岡 義尚 美馬武千代 実地監査 平成25年４月24日

福島北警察署 平成25年６月４日 亀岡 義尚 美馬武千代 実地監査 平成25年４月25日

郡 山 警 察 署 平成25年６月12日 青 木 稔 尾形 克彦 実地監査 平成25年５月８日
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白 河 警 察 署 平成25年６月４日 青 木 稔 尾形 克彦 実地監査 平成25年４月23日

いわき中央警
平成25年７月23日 亀岡 義尚 美馬武千代 実地監査 平成25年５月16日

察 署

○ 下 記 の と お り 指 導 事 項 が 認 め ら れ た の で 、 措 置 又 は 留 意 ・ 改 善 す る よ う 指 導 し
た 。
指 導 事 項
・ 夜 勤 手 当 が 、 不 足 支 給 （ １ 人 11 , 4 2 4円 ） 及 び 過 支 給 （ １ 人 11 , 3 2 8円 ） と な っ
て い る 。
ま た 、 特 殊 勤 務 手 当 が 、 不 足 支 給 （ １ 人 20 , 3 2 0円 ） 及 び 過 支 給 （ １ 人 12 , 8 0 0
円 ） と な っ て い る 。 （ い わ き 中 央 警 察 署 ）

上 記 以 外 の 監 査 対 象 機 関 の 財 務 に 関 す る 事 務 の 執 行 は 、 適 正 と 認 め ら れ た 。
（ 監 査 総 務 課 ）

監 査 公 表 第 １ ３ 号
平 成 25年 ３ 月 29日 監 査 公 表 第 ４ 号 に よ り 公 表 し た 監 査 結 果 に つ い て 、 地 方 自 治 法 （ 昭

和 22年 法 律 第 67号 ） 第 199条 第 12項 の 規 定 に 基 づ き 、 福 島 県 教 育 委 員 会 委 員 長 か ら 次 の と
お り 措 置 状 況 の 通 知 が あ っ た の で 、 同 項 の 規 定 に よ り こ れ を 公 表 す る 。

平 成 25年 ８ 月 23日
福 島 県 監 査 委 員 青 木 稔
福 島 県 監 査 委 員 亀 岡 義 尚
福 島 県 監 査 委 員 美 馬 武 千 代
福 島 県 監 査 委 員 尾 形 克 彦

2 5 教 財 第 2 1 8 号
平 成 25年 ５ 月 31日

福 島 県 監 査 委 員 青 木 稔
福 島 県 監 査 委 員 亀 岡 義 尚

様
福 島 県 監 査 委 員 美 馬 武 千 代
福 島 県 監 査 委 員 尾 形 克 彦

福 島 県 教 育 委 員 会 委 員 長 境 野 米 子 □印
定 期 監 査 に 係 る 措 置 状 況 に つ い て （ 通 知 ）

平 成 25年 ３ 月 19日 付 け 24福 監 第 218号 で 報 告 の あ り ま し た こ の こ と に つ い て 、 別 紙 の と
お り 措 置 を 講 じ ま し た の で 、 地 方 自 治 法 第 199条 第 12項 の 規 定 に よ り 通 知 し ま す 。

（ 別 紙 ）
石 川 高 等 学 校

指 摘 事 項 措 置 状 況

「 指 摘 事 項 」
内部牽制が十分に機能していないため、 左 記 の 指 摘 事 項 に つ い て は 、 次 の と お

著 し く 事 務 処 理 の 執 行 に 適 正 を 欠 い て い り 事 務 処 理 を 行 い ま し た 。
る 。

１ 教 員 特 殊 業 務 手 当 の 特 殊 勤 務 実 績 簿
「 事 実 」 の 作 成 ・ 整 理 （ 所 属 長 決 裁 ） を 平 成 25
事 務 の 執 行 に お い て 内 部 牽 制 が 十 分 に 年 ３ 月 29日 ま で に 行 い ま し た 。

機 能 し て お ら ず 、 多 く の 事 務 処 理 の 誤 り
及 び 遅 延 が あ る 。 ２ 特 殊 勤 務 手 当 （ 教 員 特 殊 業 務 手 当 ３

号 ） の 追 給 に つ い て 、 平 成 23年 度 分 は
１ 教 員 特 殊 業 務 手 当 の 特 殊 勤 務 実 績 平 成 25年 ４ 月 15日 に 、 平 成 24年 度 分 は
簿 の 事 務 手 続 （ 所 属 長 決 裁 ） が 行 わ 平 成 25年 ４ 月 ３ 日 に 行 い ま し た 。
れ て い な い 。
ま た 、 教 育 業 務 連 絡 指 導 手 当 の 特 職 員 会 議 に お い て 、 特 殊 勤 務 手 当 の

殊 勤 務 実 績 簿 に つ い て は 、 全 く 作 成 事 務 手 続 に つ い て 周 知 徹 底 を 行 い 、 ま
さ れ て い な い 。 た 特 殊 勤 務 実 績 簿 の 提 出 を 確 認 で き る

体 制 を 整 え ま し た 。
２ 特 殊 勤 務 手 当 （ 教 員 特 殊 業 務 手 当
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３ 号 ） の 周 知 徹 底 及 び 支 給 要 件 の 確 ３ 適正な時期に旅費が支払われるよう、
認 を 行 わ な か っ た た め 、 支 給 漏 れ と 管 理 職 に よ る チ ェ ッ ク 体 制 を 確 立 し ま
な っ て い る 。 し た 。
平成 23年 度 35件 不 足 支 給 額 119,000円
平 成 24年 度 16件 不 足 支 給 額 54,400円 平 成 25年 度 に お い て は 、 内 部 牽 制 が 適

切 に 行 わ れ る よ う 、 次 の と お り チ ェ ッ ク
３ 旅 行 終 了 か ら ３ か 月 以 上 経 過 し て 体 制 の 強 化 を 図 り ま し た 。 今 後 も 、 毎 年
支払われている旅費が、 23年 度が 177 度 、 事 務 分 担 を 見 直 す な ど 、 内 部 牽 制 が
件、 24年 度 が 151件 あ り 、適正な時期 十 分 に 機 能 す る よ う に し ま す 。
に 旅 費 が 支 払 わ れ る よ う な チ ェ ッ ク (1 ) 事 務 分 担 の 大 幅 な 見 直 し 。
体 制 が 不 十 分 で あ る 。 (2 ) 関 係 規 程 の 理 解 と 事 務 処 理 方 法 等

の 改 善 を 図 る た め の 職 場 内 研 修 の 随
「 是 正 ・ 改 善 等 の 意 見 」 時 実 施 。
事 務 の 執 行 に 当 た っ て は 適 正 な 事 務 処 (3 ) 正 副 担 当 に よ る 相 互 チ ェ ッ ク の ほ

理 が 行 わ れ る よ う 、 関 係 規 程 の 理 解 と 事 か 、 事 務 長 、 教 頭 等 の 管 理 職 に よ る
務 処 理 方 法 等 の 改 善 を 図 る と と も に 、 組 内 部 の チ ェ ッ ク 体 制 の 強 化 。
織 と し て の 内 部 牽 制 が 適 切 に 行 わ れ る よ (4 ) 収 入 ・ 支 出 チ ェ ッ ク リ ス ト の 活 用
う チ ェ ッ ク 体 制 の 強 化 に 努 め る こ と 。 に よ る 支 払 い 遅 延 等 の 防 止 。

(5 ) 旅 費 の チ ェ ッ ク リ ス ト の 活 用 、 か
つ 、 教 頭 と の 連 携 に よ る 複 層 的 な 対
応 を 図 る こ と に よ る 旅 費 の 支 払 い 遅
延 防 止 。

船 引 高 等 学 校

指 摘 事 項 措 置 状 況

「 指 摘 事 項 」
支 出 負 担 行 為 及 び 支 出 事 務 手 続 に お い 左 記 の 指 摘 事 項 に つ い て は 、 次 の と お

て 著 し く 適 正 を 欠 い て い る も の が あ る 。 り 事 務 処 理 を 行 い ま し た 。

「 事 実 」 支 出 事 務 の 執 行 に 当 た っ て は 、 関 係 規
校 舎 内 ひ び 割 れ 補 修 工 事 に つ い て 、 修 程 に 基 づ き 適 正 な 執 行 を 図 る と と も に 、

繕 調 書 に よ る 支 出 負 担 行 為 手 続 を 行 わ な 各 種 帳 票 ・ 書 類 等 の 審 査 ・ 確 認 を 確 実 に
い ま ま 、 平 成 23年 ９ 月 ６ 日 に 甲 社 へ 電 話 行 う た め 、 所 属 内 チ ェ ッ ク 体 制 の 強 化 ・
で 工 事 を 依 頼 し 、 平 成 23年 10月 28日 に 工 徹底に努めるとともに工事等の手順チェッ
事 が 完 了 し た 後 も 支 出 手 続 を 失 念 し 、 平 ク 表 を 作 成 し 、 手 続 に 遺 漏 が な い よ う に
成 24年 10月 19日 に 支 出 事 務 手 続 を 行 っ て し ま し た 。
い る 。
校 舎 内 ひ び 割 れ 補 修 工 事
需 用 費 244 , 6 5 0円

「 是 正 ・ 改 善 等 の 意 見 」
事 務 の 執 行 に 当 た っ て は 、 適 時 適 切 な

事 務 処 理 が 行 わ れ る よ う 内 部 牽 制 を 強 化
し 、 関 係 規 程 に 基 づ き 適 正 に 行 う こ と 。

い わ き 総 合 高 等 学 校

指 摘 事 項 措 置 状 況

「 指 摘 事 項 」
内部牽制が十分に機能していないため、 左 記 の 指 摘 事 項 に つ い て は 、 次 の と お

事 務 処 理 の 執 行 に 著 し く 適 正 を 欠 い て い り 事 務 処 理 を 行 い ま し た 。
る 。

１ 平 成 25年 ３ 月 給 与 入 力 処 理 に 合 わ せ
「 事 実 」 て 出 勤 簿 を 整 理 し ま し た 。
事 務 の 執 行 に お い て 内 部 牽 制 が 十 分 に
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機 能 し て お ら ず 、 事 務 処 理 に 多 く の 誤 り ３ 平 成 25年 ３ 月 ７ 日 ま で に 所 定 の 返 納
が あ る 。 手 続 を 行 い ま し た 。
１ 出 勤 簿 の 整 理 （ 出 勤 押 印 及 び 記 号
表 示 ） が 行 わ れ て い な い 出 勤 簿 が 多 ４ 平 成 25年 ３ 月 ５ 日 、 平 成 25年 ３ 月 支
数 認 め ら れ る 。 給 の 給 与 に て 追 給 ・ 返 納 処 理 を 行 い ま

２ 教 員 Ａ に 係 る 住 居 手 当 に つ い て 、 し た 。
支 給 停 止 処 理 を 失 念 し ９ か 月 遅 れ て
処 理 し て い る 。 ２ 及 び ５ に つ い て は 、 今 後 は 、 届 出 等
ま た 、 支 給 停 止 処 理 時 に 行 う べ き が あ っ た 場 合 に は 、 速 や か に 処 理 す る こ

過年 度分 戻 入 （ 162,000円 ） の 調 定 処 と と い た し ま す 。
理 を も 失 念 し 、 支 給 停 止 処 理 か ら ６
か 月 遅 れ で 処 理 し て い る 。 今 後 は 、 以 下 の 項 目 に 取 り 組 む こ と に

３ 教 員 Ｂ 、 Ｃ 、 Ｄ 及 び Ｅ に 係 る 通 勤 よ り 、 職 員 の 内 部 牽 制 機 能 を 確 立 し て い
手 当 に つ い て 、 病 気 休 暇 等 を 取 得 し く こ と と し ま す 。
通 勤 実 績 の な か っ た 月 に つ い て 手 当 (1 ) 再 発 を 防 止 す る た め の 対 応 策 を 整
を 支 給 し た た め 、 計 52 , 5 0 0円 （ ６ か 理 の 上 共 有 し 、 実 行 す る 。
月 分 ） が 過 支 給 と な っ て い る 。 (2 ) 打 合 せ 等 を 頻 繁 に 実 施 し 、 業 務 の

４ 教 員 Ｆ に 係 る 住 居 手 当 及 び 通 勤 手 状 況 に つ い て の 情 報 を 共 有 す る と と
当 に つ い て 、 月 途 中 で の 転 居 に も 関 も に 時 々 の 課 題 へ の 対 応 策 等 に つ い
わ ら ず 当 該 月 か ら 支 給 額 を 改 定 し た て 協 議 の 上 、 実 行 す る 。
た め 、 住 居 手 当 が 27 , 0 0 0円 の 不 足 支 (3 ) 正 副 担 当 に よ る 相 互 確 認 及 び 管 理
給、通勤手当が 2,500円 の過支給となっ 職による確認と進行管理を徹底する。
て い る 。

５ 職 員 手 当 の 認 定 に 伴 う 給 与 等 関 係
認 定 通 知 書 の 提 出 が 恒 常 的 に １ ～ ３
か 月 程 度 遅 れ て い る 。

「 是 正 ・ 改 善 等 の 意 見 」
事 務 の 執 行 に 当 た っ て は 適 正 な 事 務 処

理 が 行 わ れ る よ う 、 担 当 職 員 は そ の 職 責
と 役 割 を 十 分 理 解 し 、 関 係 規 程 の 理 解 と
事 務 処 理 方 法 等 の 改 善 を 図 る と と も に 、
組 織 と し て の 内 部 牽 制 が 的 確 に 行 わ れ る
よ う チ ェ ッ ク 体 制 の 強 化 に 努 め る こ と 。

（ 監 査 総 務 課 ）

監 査 公 表 第 １ ４ 号
平 成 25年 ３ 月 29日 監 査 公 表 第 ５ 号 に よ り 公 表 し た 監 査 結 果 に つ い て 、 地 方 自 治 法 （ 昭

和 22年 法 律 第 67号 ） 第 199条 第 12項 の 規 定 に 基 づ き 、 福 島 県 教 育 委 員 会 委 員 長 か ら 次 の と
お り 措 置 状 況 の 通 知 が あ っ た の で 、 同 項 の 規 定 に よ り こ れ を 公 表 す る 。

平 成 25年 ８ 月 23日
福 島 県 監 査 委 員 青 木 稔
福 島 県 監 査 委 員 亀 岡 義 尚
福 島 県 監 査 委 員 美 馬 武 千 代
福 島 県 監 査 委 員 尾 形 克 彦

2 5 教 財 第 2 1 7 号
平 成 25年 ５ 月 31日

福 島 県 監 査 委 員 青 木 稔
福 島 県 監 査 委 員 亀 岡 義 尚

様
福 島 県 監 査 委 員 美 馬 武 千 代
福 島 県 監 査 委 員 尾 形 克 彦

福 島 県 教 育 委 員 会 委 員 長 境 野 米 子 □印
定 期 監 査 （ 技 術 監 査 ） に 係 る 措 置 状 況 に つ い て （ 通 知 ）

平 成 25年 ３ 月 19日 付 け 24福 監 第 219号 で 報 告 の あ り ま し た こ の こ と に つ い て 、 別 紙 の と
と お り 措 置 を 講 じ ま し た の で 、 地 方 自 治 法 第 199条 第 12項 の 規 定 に よ り 通 知 し ま す 。

（ 別 紙 ）
教 育 庁 財 務 課
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指 摘 事 項 措 置 状 況

「 指 摘 事 項 」
発 注 前 に お け る 工 事 の 設 計 積 算 に 適 切 左 記 の 指 摘 事 項 に つ い て は 、 次 の と お

で な い も の が あ る 。 り 事 務 処 理 を 行 い ま し た 。

「 事 実 の 概 要 」 当 該 工 事 の 設 計 積 算 に つ い て は 、 委 託
安 積 黎 明 高 校 災 害 復 旧 （ 校 舎 改 築 ・ 建 先 で あ る 営 繕 課 に お い て 、 建 築 ・ 設 備 工

築）工事の設計において積算に誤りがあっ 事 共 通 仕 様 書 及 び 建 築 関 係 工 事 積 算 基 準
た た め 、 設 計 額 が 過 小 と な っ て い る 。 に 基 づ き 、 仕 様 、 数 量 及 び 採 用 単 価 の 確
１ 工 事 の 名 称 認 を 再 度 行 い 、 工 事 発 注 前 に 適 正 な 設 計

安積黎明高校災害復旧（校舎改築・ 書 と し ま し た 。
建 築 ） 工 事 今 後 は 、 設 計 積 算 等 の 誤 り が な い よ う

２ 内 容 に 新 た に 作 成 し た 「 建 築 ・ 設 備 工 事 積 算
正 設 計 額 1 , 3 0 7 , 3 7 3 , 9 0 0円 業 務 チ ェ ッ ク リ ス ト 」 に よ り 、 チ ェ ッ ク
誤 設 計 額 1 , 3 0 6 , 1 7 4 , 8 0 0円 状 況 を 十 分 に 確 認 す る な ど 、 営 繕 課 と の
過 小 設 計 額 1 , 1 9 9 , 1 0 0円 連 携 を 強 化 し 、 工 事 の 設 計 積 算 の 適 正 な

(1 ) 構 造 計 算 の 初 期 条 件 の 設 定 に 誤 執 行 に 努 め て ま い り ま す 。
り が あ り 、 積 算 （ 鉄 筋 量 ） が 過 大
と な っ て い る 。

(2 ) 仮 設 鉄 板 敷 き の 存 置 期 間 と 運 搬
費に誤りがあり、積算が過大となっ
て い る 。

(3 ) 天 井 落 下 防 止 の た め の 軽 量 鉄 骨
天 井 下 地 材 が 設 置 さ れ て い な い 箇
所 が あ っ た こ と か ら 、 積 算 が 過 小
と な っ て い る 。

(4 ) 温 度 補 正 を 考 慮 し た コ ン ク リ ー
ト 単 価 に 誤 り が あ り 、 積 算 が 過 小
と な っ て い る 。

(5 ) 木 製 建 具 の 一 部 に つ い て 採 用 単
価に誤りがあり、積算が過小となっ
て い る 。

「 是 正 ・ 改 善 等 の 意 見 」
工 事 の 設 計 積 算 に 当 た っ て は 、 関 係 規

程 に 基 づ き 適 正 に 行 う と と も に 、 チ ェ ッ
ク 体 制 の 強 化 に 努 め る こ と 。

「 検 討 事 項 」
安 積 黎 明 高 校 災 害 復 旧 （ 校 舎 改 築 ・ 建 左 記 の 検 討 事 項 に つ い て は 、 次 の と お

築 ） 工 事 の 設 計 内 容 に つ い て 、 検 討 を 要 り 事 務 処 理 を 行 い ま し た 。
す る も の が あ る 。

「 検 討 す べ き 事 項 」
昇 降 口 屋 根 に 落 雪 防 止 策 を 講 じ る こ と 当 該 昇 降 口 屋 根 に つ い て は 、 緩 勾 配 と

に つ い て 。 す る こ と に よ り 、 落 雪 し に く い 構 造 と し
改 築 さ れ る 北 校 舎 東 側 の 昇 降 口 は 、 ２ て い る と こ ろ で す が 、 落 雪 の 可 能 性 を 否

層 吹 抜 け の 構 造 で 屋 根 の 高 さ は ７ ｍ を 超 定 で き な い 状 況 に あ り ま す 。
え て い る が 、 原 設 計 に お い て 屋 根 に 雪 止 そ の た め 、 屋 根 に 雪 止 め 金 物 を 設 置 す
め 等 の 設 置 が 無 く 、 落 雪 防 止 対 策 が 講 じ る こ と に よ り 、 落 雪 防 止 対 策 を よ り 一 層
ら れ て い な い 。 強 化 し ま す 。
屋 根 下 の 昇 降 口 前 に は 、 自 転 車 置 場 が 今 後 も 、 生 徒 の 安 全 を 第 一 に し た 施 設

位 置 し 、 冬 期 間 に お い て も 生 徒 が 登 下 校 整 備 を 進 め て ま い り ま す 。
時 に 参 集 す る こ と が 想 定 さ れ る こ と 、 ま
た 吹 抜 け 上 層 部 に 暖 気 が 溜 ま る こ と に よ
り一気に落雪する可能性も否定できない。
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以上のことから、不測の事態に配慮し、
落 雪 防 止 対 策 を 講 じ る こ と に つ い て 検 討
を 要 す る 。

（ 監 査 総 務 課 ）

監 査 公 表 第 １ ５ 号
平 成 25年 ３ 月 29日 監 査 公 表 第 ６ 号 に よ り 公 表 し た 監 査 結 果 に つ い て 、 地 方 自 治 法 （ 昭

和 22年 法 律 第 67号 ） 第 199条 第 12項 の 規 定 に 基 づ き 、 福 島 県 知 事 か ら 次 の と お り 措 置 状 況
の 通 知 が あ っ た の で 、 同 項 の 規 定 に よ り こ れ を 公 表 す る 。

平 成 25年 ８ 月 23日
福 島 県 監 査 委 員 青 木 稔
福 島 県 監 査 委 員 亀 岡 義 尚
福 島 県 監 査 委 員 美 馬 武 千 代
福 島 県 監 査 委 員 尾 形 克 彦

2 5 財 第 4 4 6 号
平 成 25年 ５ 月 31日

福 島 県 監 査 委 員 青 木 稔
福 島 県 監 査 委 員 亀 岡 義 尚

様
福 島 県 監 査 委 員 美 馬 武 千 代
福 島 県 監 査 委 員 尾 形 克 彦

福 島 県 知 事 佐 藤 雄 平 □印
随 時 監 査 に 係 る 措 置 状 況 に つ い て （ 通 知 ）

平 成 25年 ３ 月 19日 付 け 24福 監 第 220号 で 報 告 の あ り ま し た こ の こ と に つ い て 、 別 紙 の と
お り 措 置 を 講 じ ま し た の で 、 地 方 自 治 法 第 199条 第 12項 の 規 定 に よ り 通 知 し ま す 。

（ 別 紙 ）
随 時 監 査 に 係 る 措 置 状 況 に つ い て

１ 監 査 対 象
監 査 対 象 機 関 土 木 部
監 査 対 象 年 度 平 成 23年 度 及 び 平 成 24年 度
監 査 実 施 年 月 日 平 成 25年 ３ 月 15日

２ 指 摘 事 項 及 び 措 置 の 状 況 に つ い て

指 摘 事 項 措 置 状 況

「 指 摘 事 項 」
国 費 （ 国 庫 支 出 金 ） に 係 る 収 入 事 務 に

つ い て 、 調 定 の 欠 落 や 調 定 額 の 誤 り を 防
止 す る 仕 組 み が な い な ど 、 国 費 の 適 正 な
収 入 を 確 保 す る た め に 必 要 な 体 制 が 構 築
さ れ て い な い 。

「 事 実 」 国 費 に 係 る 収 入 事 務 に つ い て は 、 平 成
平 成 23年 度 の 決 算 （ 歳 入 ） に お い て 、 24年 ７ 月 か ら 交 付 決 定 時 に 調 定 を 行 う こ

下 水 道 特 別 会 計 で 社 会 資 本 整 備 総 合 交 付 と と し ま し た 。
金 （ 下 水 道 事 業 ） の 収 入 額 が 本 来 あ る べ ま た 、 歳 入 予 算 額 や 国 費 の 交 付 決 定 額
き 額 よ り 55 , 6 5 8千 円 不 足 し 、 一 般 会 計 で との突合を行うため、国費点検用のチェッ
公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費 （ 下 水 道 ） 市 町 ク リ ス ト を 作 成 し ま し た 。 チ ェ ッ ク に 際
村 監 督 事 務 費 交 付 金 の 収 入 と な る べ き 額 し て は 、 職 員 相 互 や 管 理 監 督 者 、 事 業 担
13 , 4 6 5千 円 が 欠 落 し て い る 。 ま た 、 そ れ 当 課 に よ る 組 織 的 な チ ェ ッ ク を 行 う と と
ら の 補 填 の た め 、 そ れ ぞ れ 繰 入 金 、 一 般 もに、組織としての事務引継、さらには、
財 源 が 充 当 さ れ て い る 。 適 正 な 事 務 処 理 に 関 す る 職 員 研 修 を 実 施
な お 、 事 実 判 明 後 の 早 急 か つ 的 確 な 対 し ま し た 。

応 に 欠 け て い る も の が あ る 。 今 後 は 、 事 務 マ ニ ュ ア ル の 整 備 を 行 う
な ど 、 よ り 適 正 な 事 務 処 理 に 努 め て ま い

１ 社 会 資 本 整 備 総 合 交 付 金 （ 下 水 道 り ま す 。
事 業 ）
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国 費 の 積 算 過 程 が 非 常 に 複 雑 で あ
る に も か か わ ら ず 、 そ の 事 務 を 土 木
総 務 課 の 予 算 担 当 者 一 人 が 担 う こ と
と な っ て お り 、 当 該 担 当 者 段 階 で 事
実 上 、 国 費 額 が 確 定 さ れ て い る 。 す
な わ ち 、 当 該 国 費 の 積 算 の 基 礎 資 料
を 作 成 し て い る 下 水 道 課 に よ る 確 認
に 付 す こ と も な く 、 当 該 担 当 者 以 外
の 者 （ 管 理 監 督 者 等 ） に よ る 国 費 額
の 実 質 的 な チ ェ ッ ク も 行 わ れ て い な
い 。 さ ら に は 、 歳 入 予 算 額 や 国 費 の
交 付 決 定 額 （ 不 用 額 及 び 翌 年 度 繰 越
額 を 控 除 し た 、 現 年 度 に 収 入 と な る
べ き 国 費 額 ） と の 突 合 に よ る チ ェ ッ
ク も 行 わ れ て い な い 。

２ 公共土木施設災害復旧費（下水道）
市 町 村 監 督 事 務 費 交 付 金
国 費 の 請 求 ・ 調 定 に つ い て は 、 担

当 者 交 代 時 の 事 務 引 継 の 際 に 事 務 処
理状況の確認が行われることもなく、
ま た 、 調 定 さ れ て い な い こ と に つ い
て 管 理 監 督 者 等 に よ る チ ェ ッ ク も 行
わ れ ず 、 結 果 的 に 調 定 が 欠 落 し て い
る 。 な お 、 調 定 に つ い て は 、 原 則 的
な 取 扱 い で あ る 国 費 の 交 付 決 定 時 で
は な く 、 収 入 の 都 度 行 っ て い る 。 こ
れ に よ る 場 合 、 未 だ 収 入 さ れ て い な
い 国 費 に つ い て も 当 該 年 度 の ３ 月 末
ま で に は 、 歳 入 し て 調 定 す べ き こ と
と な っ て い る が 、 こ の 対 象 と な る 国
費 を 把 握 す る 具 体 的 な 仕 組 み を 欠 い
て い る （ 前 述 １ 同 様 、 歳 入 予 算 額 や
国 費 の 交 付 決 定 額 と の 突 合 に よ る
チ ェ ッ ク も 行 わ れ て い な い 。 ） 。

「 是 正 ・ 改 善 等 の 意 見 」
国費に係る適正な収入事務を行うため、

当 該 事 務 の 誤 り や 欠 落 を 未 然 に 防 止 す る
実 効 性 の あ る チ ェ ッ ク を 機 能 さ せ 、 か つ
適 切 な 事 務 引 継 の 指 導 ・ 確 認 、 必 要 な 職
員 研 修 の 実 施 及 び 事 務 マ ニ ュ ア ル の 整 備
を 行 う な ど 、 必 要 か つ 十 分 な 執 行 体 制 を
構 築 す る こ と 。

（ 監 査 総 務 課 ）

監 査 公 表 第 １ ６ 号
平 成 25年 ３ 月 29日 監 査 公 表 第 ７ 号 に よ り 公 表 し た 監 査 結 果 に つ い て 、 地 方 自 治 法 （ 昭

和 22年 法 律 第 67号 ） 第 199条 第 12項 の 規 定 に 基 づ き 、 福 島 県 知 事 か ら 次 の と お り 措 置 状 況
の 通 知 が あ っ た の で 、 同 項 の 規 定 に よ り こ れ を 公 表 す る 。

平 成 25年 ８ 月 23日
福 島 県 監 査 委 員 青 木 稔
福 島 県 監 査 委 員 亀 岡 義 尚
福 島 県 監 査 委 員 美 馬 武 千 代
福 島 県 監 査 委 員 尾 形 克 彦

2 5 財 第 9 8 9 号
平 成 25年 ７ 月 12日
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福 島 県 監 査 委 員 青 木 稔
福 島 県 監 査 委 員 亀 岡 義 尚

様
福 島 県 監 査 委 員 美 馬 武 千 代
福 島 県 監 査 委 員 尾 形 克 彦

福 島 県 知 事 佐 藤 雄 平 □印

財 政 的 援 助 等 監 査 に 係 る 措 置 状 況 に つ い て （ 通 知 ）
平 成 25年 ３ 月 19日 付 け 24福 監 第 221号 で 報 告 の あ り ま し た こ の こ と に つ い て 、 別 紙 の と

お り 措 置 を 講 じ ま し た の で 、 地 方 自 治 法 第 199条 第 12項 の 規 定 に よ り 通 知 し ま す 。
（ 別 紙 ）

財 政 的 援 助 等 監 査 に 係 る 措 置 状 況 に つ い て
１ 監 査 対 象 法 人 等 公 益 財 団 法 人 福 島 県 観 光 物 産 交 流 協 会 （ 旧 財 団 法 人 福 島 県 観 光 物

産 交 流 協 会 ）
２ 所 管 部 局 商 工 労 働 部
３ 指 摘 事 項 及 び 措 置 の 状 況 に つ い て

指 摘 事 項 措 置 状 況

「 指 摘 事 項 」
会 計 処 理 に つ い て 、 著 し く 適 正 を 欠 い

て い る も の が あ る 。
「 事 実 」
次 の と お り 、 協 会 会 計 規 程 に 則 っ た 適

正 な 会 計 処 理 が 行 わ れ て お ら ず 、 ま た 、
内部牽制体制が不完全なため適切なチェッ
ク も 行 わ れ て い な い 。
１ 利付国庫債券の３月分の利息 550,000 １ 今 後 は 、 年 度 末 の 通 帳 記 帳 を 必 ず
円 に つ い て 、 平 成 23年 度 の 収 益 と す 行 い 再 発 防 止 を 徹 底 す る こ と と し ま
べ き だ っ た に も か か わ ら ず 、 年 度 末 し た 。
の 預 金 通 帳 の 記 帳 確 認 を 怠 っ た た め
に 、 平 成 24年 度 の 収 益 と し て い る 。

２ 総 勘 定 元 帳 と 現 金 出 納 帳 の 差 異 ２ 差 異 発 生 の 原 因 に つ い て 再 度 検 証
1 6 1 , 5 2 2円 に つ い て 、 現 金 出 納 帳 の を 行 っ た と こ ろ 、 仕 訳 誤 り が 確 認 さ
誤 記 帳 を 訂 正 す べ き と こ ろ 、 当 該 誤 れ ま し た 。 今 後 は 、 現 金 の 残 高 と 現
記 帳 に 基 づ き 雑 損 失 と し て 誤 っ て 計 金 出 納 帳 を 毎 日 照 合 し 、 会 計 規 程 第
上 し て い る 。 29条 に 規 定 す る 現 金 （ 預 金 ） 残 高 報

告 を 徹 底 す る と と も に 、 内 部 で の 定
期 的 な 会 計 検 査 の 実 施 に よ り 内 部 牽
制 体 制 を 強 化 し 、 再 発 防 止 を 徹 底 す
る こ と と し ま し た 。

３ 什 器 備 品 で あ る 陳 列 棚 ２ 件 、 ３ 今 後 は 、 会 計 規 程 第 30条 か ら 第 34
2 , 2 8 3 , 7 3 0 円 の 取 得 に 当 た り 、 契 約 条 ま で の 規 定 を 遵 守 し 、 什 器 備 品 台
書 が 省 略 で き る 場 合 に 該 当 し て い な 帳 の 作 成 及 び 管 理 を 徹 底 す る と と も
い に も か か わ ら ず 契 約 書 を 作 成 し て に 、 内 部 で の 定 期 的 な 会 計 検 査 の 実
お ら ず 、 ま た 、 什 器 備 品 台 帳 も 整 備 施 に よ り 内 部 牽 制 体 制 を 強 化 し 、 再
さ れ て い な い 。 発 防 止 を 徹 底 す る こ と と し ま し た 。

「 是 正 ・ 改 善 等 の 意 見 」
会 計 処 理 に 当 た っ て は 、 事 務 局 内 の 内

部 牽 制 体 制 を 整 備 の 上 、 関 係 規 程 に 基 づ
き 適 正 か つ 的 確 に 行 う こ と 。

（ 監 査 総 務 課 ）

監 査 公 表 第 １ ７ 号
平 成 25年 ３ 月 29日 監 査 公 表 第 ８ 号 に よ り 公 表 し た 監 査 結 果 に つ い て 、 地 方 自 治 法 （ 昭

和 22年 法 律 第 67号 ） 第 199条 第 12項 の 規 定 に 基 づ き 、 福 島 県 知 事 か ら 次 の と お り 措 置 状 況
の 通 知 が あ っ た の で 、 同 項 の 規 定 に よ り こ れ を 公 表 す る 。
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平 成 25年 ８ 月 23日
福 島 県 監 査 委 員 青 木 稔
福 島 県 監 査 委 員 亀 岡 義 尚
福 島 県 監 査 委 員 美 馬 武 千 代
福 島 県 監 査 委 員 尾 形 克 彦

2 5 財 第 6 8 7 号
平 成 25年 ５ 月 31日

福 島 県 監 査 委 員 青 木 稔
福 島 県 監 査 委 員 亀 岡 義 尚

様
福 島 県 監 査 委 員 美 馬 武 千 代
福 島 県 監 査 委 員 尾 形 克 彦

福 島 県 知 事 佐 藤 雄 平 □印
平 成 24年 度 行 政 監 査 の 結 果 に 係 る 措 置 状 況 に つ い て （ 通 知 ）

平 成 25年 ３ 月 19日 付 け 24福 監 第 222号 で 報 告 の あ り ま し た こ の こ と に つ い て 、 別 紙 の と
お り 措 置 を 講 じ ま し た の で 、 地 方 自 治 法 第 199条 第 12項 の 規 定 に よ り 通 知 し ま す 。

（ 別 紙 ）
行 政 監 査 の 結 果 に 係 る 措 置 状 況 に つ い て

１ 監 査 対 象
高 額 物 品 の 管 理 及 び 利 用 に つ い て

２ 所 見 及 び 措 置 の 状 況 に つ い て

監 査 委 員 所 見 措 置 状 況

第 ３ 監 査 委 員 意 見
２ 高 額 物 品 の 管 理 に つ い て
(1 ) 高 額 物 品 に 係 る 現 物 と 物 品 管 理 簿
の 照 合

速 や か に 高 額 物 品 に 係 る 物 品 管 理 （ 文 化 ス ポ ー ツ 局 生 涯 学 習 課 ）
簿 の 整 理 を 行 う と と も に 、 今 後 、 高 現 物 と 物 品 管 理 簿 の 照 合 、 物 品 管 理 簿
額 物 品 に 係 る 現 物 と 物 品 管 理 簿 の 記 の 整 理 を 行 っ た 。
載 内 容 と の 照 合 を 適 切 に 行 う 必 要 が
あ る 。 （ 文 化 ス ポ ー ツ 局 、 生 活 環 境 （ 生 活 環 境 総 室 青 少 年 ・ 男 女 共 生 課 ）
総室、県民安全総室、環境センター、 平 成 24年 ９ 月 19日 に 高 額 物 品 に 係 る 現
健 康 衛 生 総 室 、 総 合 療 育 セ ン タ ー 、 物と物品管理簿との照合を行うとともに、
衛 生 研 究 所 、 観 光 交 流 局 、 テ ク ノ ア 当 該 監 査 の 結 果 を 基 に 、 平 成 25年 ２ 月 ７
カ デ ミ ー 郡 山 、 農 業 総 合 セ ン タ ー 、 日 に 電 算 登 録 処 理 （ 不 用 廃 棄 ） が 漏 れ て
農 業 総 合 セ ン タ ー 畜 産 研 究 所 、 農 業 い た 物 品 の 登 録 を 行 い 物 品 管 理 簿 を 整 理
総 合 セ ン タ ー 農 業 短 期 大 学 校 、 県 北 し た 。
建 設 事 務 所 、 県 南 建 設 事 務 所 、 会 津
若松建設事務所、喜多方建設事務所、 （ 県 民 安 全 総 室 消 防 保 安 課 ）
南 会 津 建 設 事 務 所 ） 現 物 と 物 品 管 理 簿 の 記 載 内 容 と の 照 合

を 行 い 、 本 庁 と 出 先 で 二 重 に 登 録 さ れ て
い る 物 品 に つ い て 本 庁 分 の 物 品 の 削 除 を
行 い 、 物 品 管 理 簿 を 整 理 し た 。

（ 県 民 安 全 総 室 災 害 対 策 課 ）
震 度 情 報 ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム 保 守 管

理 シ ス テ ム に つ い て 、 平 成 17年 度 に 用 途
廃 止 し 廃 棄 済 み で あ っ た が 、 物 品 管 理 簿
か ら の 削 除 が 未 処 理 と な っ て い た 。
物 品 管 理 簿 か ら の 削 除 処 理 を 行 い 、 整

合 が と れ た こ と を 確 認 し た 。

（ 県 民 安 全 総 室 原 子 力 安 全 対 策 課 ）
現 物 と 物 品 管 理 簿 の 記 載 内 容 と の 照 合

を 行 い 、 震 災 等 に よ り 廃 棄 処 分 を 行 い 現
物 が な い 物 品 に つ い て は 、 登 録 か ら 抹 消
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するなどし、物品管理簿の整理を行った。

（ 環 境 セ ン タ ー ）
高 額 物 品 に 係 る 物 品 と 物 品 管 理 簿 と の

照 合 に つ い て は 、 平 成 24年 度 行 政 監 査 に
お け る 資 料 作 成 に 当 た り 実 施 し 、 そ の 結
果 、 廃 棄 処 分 を し た に も か か わ ら ず 、 物
品 管 理 簿 の 処 理 が 未 処 理 の ま ま に な っ て
い る も の を ３ 件 発 見 し 、 速 や か に 物 品 管
理 簿 の 整 理 を 行 っ た 。
ま た 、 平 成 24年 度 末 に は 、 重 要 物 品 に

限 る こ と な く 、 全 て の 物 品 に つ い て 、 管
理 簿 と の 照 合 を 行 い 、 適 正 に 整 理 し た と
こ ろ で あ り 、 今 後 は 、 毎 年 度 末 に 物 品 管
理 簿 と の 照 合 を 行 う 。

（ 健 康 衛 生 総 室 健 康 増 進 課 ）
現 物 と 物 品 管 理 簿 の 不 一 致 が あ っ た １

件 （ 超 音 波 診 断 装 置 ） に つ い て 、 廃 棄 手
続 が 漏 れ て い た こ と か ら 、 平 成 24年 ９ 月
７ 日 に 削 除 の 処 理 を 行 い 、 物 品 管 理 簿 の
整 理 を 行 っ た 。
今 後 は 、 処 分 等 の 手 続 及 び 物 品 管 理 簿

の 整 理 を 速 や か に 行 う と と も に 、 年 度 末
に 物 品 管 理 簿 の 記 載 内 容 の 照 合 を 入 念 に
行 う こ と で 、 再 発 防 止 に 努 め る 。

（ 総 合 療 育 セ ン タ ー ）
物 品 管 理 簿 を 整 理 し 、 廃 棄 等 の 処 分 に

よ り 現 物 が な い も の に つ い て 、 物 品 管 理
簿 か ら 削 除 し た 。
ま た 、 後 継 機 種 等 を 整 備 し た こ と に よ

り 不 用 に な っ た 物 品 に つ い て は 、 利 用 状
況 を 確 認 の 上 、 廃 棄 等 に よ り 処 分 す る こ
と と し た 。
今 後 は 、 処 分 等 の 手 続 及 び 物 品 管 理 簿

の 整 理 を 速 や か に 行 う と と も に 、 物 品 管
理 簿 の 記 載 内 容 の 照 合 を 入 念 に 行 う こ と
で 、 再 発 防 止 に 努 め る 。

（ 衛 生 研 究 所 ）
廃 棄 し た 物 品 ２ 件 （ 光 度 計 、 ク ロ マ ト

グ ラ フ 装 置 ） に つ い て 、 廃 棄 手 続 が 漏 れ
て お り 、 物 品 管 理 簿 等 か ら 削 除 し た 。
今 後 は 、 処 分 等 の 手 続 及 び 物 品 管 理 簿

の 整 理 を 速 や か に 行 い 、 物 品 管 理 簿 の 記
載 内 容 の 照 合 を 入 念 に 行 う こ と で 、 再 発
防 止 に 努 め る 。

（ 観 光 交 流 局 観 光 交 流 課 ）
現 物 と 物 品 管 理 簿 を 照 合 し 、 不 用 決 定

（ 廃 棄 ） の 手 続 を 行 う こ と に よ り 、 物 品
管 理 簿 を 整 理 し た 。
今 後 は 、 定 期 的 に 現 物 と 物 品 管 理 簿 と

を 照 合 し 、 財 務 規 則 等 に 従 っ て 適 切 な 事
務 処 理 を 行 っ て い く 。

（ テ ク ノ ア カ デ ミ ー 郡 山 ）
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速 や か に 高 額 物 品 に 係 る 物 品 管 理 簿 の
整 理 を 行 っ た 。
今 後 は 、 売 払 い 等 を し た 際 に は 物 品 管

理 簿 を 整 理 す る と と も に 、 高 額 物 品 を 取
得 し た 際 に は 物 品 管 理 簿 に 記 載 す る 等 、
速やかに手続を行い適切に管理していく。

（ 農 業 総 合 セ ン タ ー ）
指 摘 の あ っ た 抹 消 登 録 漏 れ の デ ン シ ト

メ ー タ ー に つ い て は 、 平 成 25年 ３ 月 29日
付 け で 重 要 物 品 の 抹 消 登 録 を 行 っ た 。
今 後 は 、 物 品 不 用 決 定 時 の 抹 消 登 録 を

確 実 に 行 う と と も に 、 現 物 と 物 品 管 理 簿
と の 照 合 を 適 切 に 行 っ て い く 。

（ 農 業 総 合 セ ン タ ー 畜 産 研 究 所 ）
平成 25年３月 29日に、抹消登録を行い、

現 物 と 物 品 管 理 簿 （ 物 品 登 録 一 覧 表 ） と
の 照 合 を 行 っ た 。
今 後 は 、 現 物 と 物 品 管 理 簿 の 照 合 を 適

切 に 行 っ て い く 。

（ 農 業 総 合 セ ン タ ー 農 業 短 期 大 学 校 ）
高 額 物 品 に 係 る 現 物 と 物 品 管 理 簿 の 照

合を行い、現物がなかった物品について、
廃 棄 手 続 が 漏 れ て い た こ と か ら 、 平 成 25
年 ４ 月 19日 に 財 務 会 計 シ ス テ ム に よ り 抹
消 登 録 を 行 っ た 。
今 後 は 、 定 期 的 に 現 物 と 物 品 管 理 簿 の

照 合 を 行 っ て い く 。

（ 県 北 建 設 事 務 所 ）
廃 棄 処 分 に よ り 現 物 が な く 、 物 品 管 理

簿 の 記 載 内 容 と 合 わ な か っ た 物 品 に つ い
て 、 平 成 25年 ４ 月 に 物 品 管 理 簿 か ら 削 除
し た 。

（ 県 南 建 設 事 務 所 ）
廃 棄 処 分 に よ り 現 物 が な く 、 物 品 管 理

簿 の 記 載 内 容 と 合 わ な か っ た 物 品 に つ い
て 、 物 品 管 理 簿 か ら 削 除 し た 。

（ 会 津 若 松 建 設 事 務 所 ）
・ テ レ メ ー タ 監 視 装 置 （ 物 品 番 号
0000166～ 0000171） に つ い て 、 平 成 19年
度 に 用 途 廃 止 し 廃 棄 済 み で あ っ た が 、 財
務 会 計 シ ス テ ム へ の 入 力 漏 れ の た め 、 物
品（重要）管理簿に記載されたままであっ
た 。
よ っ て 、 平 成 24年 11月 14日 付 け で 財 務

会 計 シ ス テ ム に 物 品 不 用 決 定 に 関 す る 入
力 を し て 物 品 管 理 簿 か ら 削 除 し た 。

・小型除雪車（物品番号 9600004） に つ い
て 、 平 成 21年 度 に 用 途 廃 止 し 廃 棄 済 み で
あ っ た が 、 財 務 会 計 シ ス テ ム へ の 入 力 漏
れ の た め 、 物 品 （ 重 要 ） 管 理 簿 に 記 載 さ
れ た ま ま で あ っ た 。
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よ っ て 、 平 成 24年 11月 14日 付 け で 財 務
会 計 シ ス テ ム に 物 品 不 用 決 定 に 関 す る 入
力 を し て 物 品 管 理 簿 か ら 削 除 し た 。

（ 喜 多 方 建 設 事 務 所 ）
猪 苗 代 土 木 事 務 所 所 管 の 除 雪 機 １ 台 に

つ い て は 、 平 成 21年 度 に 用 途 廃 止 の 手 続
を 行 い 廃 棄 済 み で あ っ た が 、 喜 多 方 建 設
事 務 所 管 理 の 物 品 管 理 簿 を 整 理 し て い な
か っ た た め 、 財 務 会 計 シ ス テ ム に よ り 登
録 を 削 除 し た 。
今後は、財務規則施行通達第 133条 関 係

第 ４ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 年 度 末 に 物 品 と
物 品 管 理 簿 の 記 載 内 容 を 照 合 し 、 適 正 な
管 理 を 行 う 。

（ 南 会 津 建 設 事 務 所 ）
物 品 管 理 簿 か ら 除 外 し て い な か っ た ５

件 の 高 額 物 品 （ 電 子 計 算 組 織 ） を 不 用 決
定 す る と と も に 、 准 公 所 （ 山 口 土 木 事 務
所 ） で 利 用 し て い る 高 額 物 品 （ 歴 史 資 料
類）を准公所へ管理換えすることにより、
現 物 と 物 品 管 理 簿 の 記 載 内 容 が 一 致 す る
よ う 整 理 し た 。

高 額 物 品 に 係 る 物 品 管 理 簿 の 照 合 （ 出 納 局 審 査 課 ）
な ど 、 高 額 物 品 の 適 正 な 管 理 に つ い 高 額 物 品 に 係 る 物 品 管 理 簿 の 照 合 に つ
て 、 財 務 事 務 検 査 等 を 通 じ て 可 能 な い て 、 平 成 25年 度 の 財 務 事 務 検 査 に お い
限り指導する必要がある。（出納局） て 、 重 点 的 に 検 証 ・ 指 導 す る 。

(2 ) 高 額 物 品 に 係 る 一 式 （ 一 体 ） 物 品
の 管 理

高 額 物 品 に 係 る 附 属 品 に つ い て 、 （ 文 化 ス ポ ー ツ 局 生 涯 学 習 課 ）
適 切 に 備 品 番 号 を 貼 付 し 、 ま た 高 額 高 額 物 品 に 係 る 一 式 物 品 に つ い て 現 物
物 品 に 係 る 物 品 管 理 簿 等 を 適 切 に 整 を 確 認 し 、 備 品 番 号 を 貼 付 し 、 備 品 出 納
理 す る 必 要 が あ る 。 （ 文 化 ス ポ ー ツ 簿 を 作 成 し た 。
局 、 生 活 環 境 総 室 、 県 民 安 全 総 室 、
総 合 療 育 セ ン タ ー 、 衛 生 研 究 所 、 観 （ 生 活 環 境 総 室 青 少 年 ・ 男 女 共 生 課 ）
光 交 流 局 、 テ ク ノ ア カ デ ミ ー 郡 山 、 平 成 25年 ２ 月 ７ 日 に 高 額 物 品 に 係 る 附
テ ク ノ ア カ デ ミ ー 浜 、 農 業 総 合 セ ン 属 品 に 備 品 番 号 を 貼 付 す る と と も に 、 備
タ ー 果 樹 研 究 所 、 農 業 総 合 セ ン タ ー 品 管 理 簿 を 作 成 し 整 理 し た 。
畜 産 研 究 所 、 農 業 総 合 セ ン タ ー 会 津
地 域 研 究 所 、 農 業 総 合 セ ン タ ー 農 業 （ 県 民 安 全 総 室 消 防 保 安 課 ）
短 期 大 学 校 、 県 北 建 設 事 務 所 、 喜 多 備 品 番 号 の 貼 付 に つ い て は 改 め て 確 認
方 建 設 事 務 所 、 猪 苗 代 土 木 事 務 所 、 を 行 う と と も に 、 附 属 品 に つ い て 枝 番 を
南会津建設事務所、福島空港事務所） 付 し て 記 載 す る な ど し 、 物 品 管 理 簿 等 の

整 理 を 行 っ た 。

（ 県 民 安 全 総 室 原 子 力 安 全 対 策 課 ）
備 品 番 号 の 貼 付 に つ い て は 改 め て 確 認

を 行 う と と も に 、 附 属 品 に つ い て 枝 番 を
付 し て 記 載 す る な ど し 、 物 品 管 理 簿 等 の
整 理 を 行 っ た 。

（ 総 合 療 育 セ ン タ ー ）
利 用 状 況 等 を 確 認 の 上 、 物 品 管 理 簿 を

整 理 し た 。
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今 後 は 、 物 品 管 理 簿 の 記 載 内 容 の 照 合
を入念に行うことで、再発防止に努める。

（ 衛 生 研 究 所 ）
平 成 22年 度 以 降 取 得 し た も の に つ い て

は 、 附 属 品 物 品 管 理 簿 及 び 備 品 番 号 を 貼
付 し て い る た め 、 平 成 21年 度 以 前 に 取 得
し た も の に つ い て は 、 調 査 し 順 次 作 成 す
る 。
今 後 は 、 物 品 管 理 簿 の 記 載 内 容 の 照 合

や 備 品 番 号 の 貼 付 状 況 の 確 認 を 入 念 に 行
う こ と で 、 再 発 防 止 に 努 め る 。

（ 観 光 交 流 局 観 光 交 流 課 ）
遠 隔 地 の 県 有 施 設 等 で 対 象 と な る 物 品

を 供 用 し て い る た め 、 附 属 品 に 対 す る 備
品番号の貼付及び物品管理簿等の整理を、
平成 25年度内に計画的に行うこととする。
ま た 、 附 属 品 を 伴 う 高 額 物 品 を 購 入 し

た 際 は 、 会 計 事 務 必 携 等 に 従 っ て 適 切 な
事 務 処 理 を 図 っ て い く 。

（ テ ク ノ ア カ デ ミ ー 郡 山 ）
本 体 の 備 品 番 号 に 枝 番 号 を 付 し て 備 品

出 納 簿 を 整 理 し た 。
今 後 も 、 本 体 及 び 附 属 品 か ら な る い わ

ゆ る 一 式 物 品 に つ い て は 、 適 切 に 備 品 番
号 を 貼 付 し 、 高 額 物 品 に 係 る 物 品 管 理 簿
等 を 適 切 に 整 理 し て い く 。

（ テ ク ノ ア カ デ ミ ー 浜 ）
対 象 物 品 に つ い て は 、 備 品 番 号 を 貼 付

し 、 ま た 高 額 物 品 に 係 る 物 品 管 理 簿 を 適
切 に 整 理 し た 。
今 後 と も 、 高 額 物 品 管 理 に つ い て は 、

遺 漏 の な い よ う 取 り 組 ん で い く 。

（ 農 業 総 合 セ ン タ ー 果 樹 研 究 所 ）
指摘に該当する物品が１件あったため、

物 品 管 理 簿 を 整 理 の 上 、 備 品 番 号 を 貼 付
し た 。
今 後 は 、 附 属 品 に つ い て も 備 品 番 号 を

貼 付 し 、 物 品 管 理 簿 の 整 理 に つ い て 適 切
に 行 っ て い く 。

（ 農 業 総 合 セ ン タ ー 畜 産 研 究 所 ）
一 式 の 高 額 物 品 に つ い て 、 物 品 管 理 簿

を 作 成 し 、 附 属 品 を 記 載 す る と と も に 備
品 番 号 を 貼 付 し た 。
今後は、附属品の有無について確認し、

備 品 番 号 を 貼 付 す る と と も に 、 物 品 管 理
簿 の 管 理 も 適 切 に 行 っ て い く 。

（ 農 業 総 合 セ ン タ ー 会 津 地 域 研 究 所 ）
一 式 物 品 の う ち 「 食 味 分 析 装 置 」 の 附

属 品 に 枝 番 の 付 い た 備 品 番 号 標 識 を 新 た
に 貼 付 し 、 附 属 品 管 理 簿 に 新 た に 記 載 し
た 。
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今 後 は 、 重 要 物 品 の 検 査 通 知 書 の 内 容
に つ い て 確 認 し 、 附 属 品 に つ い て も 適 切
に 管 理 す る と と も に 物 品 管 理 簿 の 管 理 も
適 切 に 行 っ て い く 。

（ 農 業 総 合 セ ン タ ー 農 業 短 期 大 学 校 ）
枝 番 号 を 付 番 し た 附 属 品 に 備 品 番 号 を

貼 付 し 、 附 属 品 が あ る 物 品 を 確 認 の 上 、
附 属 品 管 理 簿 を 整 理 し た 。
今 後 は 、 附 属 品 が あ る 物 品 を 購 入 し た

場 合 は 、 附 属 品 管 理 簿 に よ り 適 切 に 管 理
し て い く 。

（ 県 北 建 設 事 務 所 ）
附 属 品 を 伴 う 高 額 物 品 の 取 得 時 期 は 、

平 成 ４ 年 度 １ 件 、 ５ 年 度 ４ 件 、 ７ 年 度 １
件 、 17年 度 １ 件 で あ る 。 高 額 物 品 に つ い
て は 本 庁 で 購 入 し 、 公 所 で 物 品 を 受 け 入
れ る が 、 物 品 受 け 入 れ 時 の 関 係 書 類 が 現
存 し な い こ と か ら 、 附 属 品 の 特 定 は 不 可
能 で あ る 。
今 後 受 け 入 れ る 物 品 に つ い て は 、 行 政

監 査 の 結 果 を 踏 ま え 、 適 切 に 管 理 し て い
く 。

（ 喜 多 方 建 設 事 務 所 ）
電 子 計 算 組 織 （ テ レ メ ー タ 監 視 装 置 ）

に つ い て は 、 取 得 後 10年 以 上 経 過 し て お
り 、 一 式 に 含 ま れ る 附 属 品 の 処 理 経 過 を
整 理 す る こ と は 困 難 で あ る 。
今 後 は 、 重 要 物 品 を 受 け 入 れ る 際 に 、

一 式 で 管 理 す る 附 属 品 に つ い て 枝 番 を 付
し た 備 品 番 号 を 貼 り 付 け る と と も に 、 附
属品管理簿を作成して適正な管理を行う。

（ 猪 苗 代 土 木 事 務 所 ）
電 子 計 算 組 織 （ デ ジ タ ル 式 運 行 記 録 解

析 装 置 ） に つ い て は 、 取 得 後 ８ 年 以 上 経
過 し て お り 、 一 式 に 含 ま れ る 附 属 品 の 処
理 経 過 を 整 理 す る こ と は 困 難 で あ る 。
今 後 は 、 重 要 物 品 を 受 け 入 れ る 際 に 、

一 式 で 管 理 す る 附 属 品 に つ い て 枝 番 を 付
し た 備 品 番 号 を 貼 り 付 け る と と も に 、 附
属品管理簿を作成して適正な管理を行う。

（ 南 会 津 建 設 事 務 所 ）
高 額 物 品 に 係 る 附 属 品 に つ い て 、 標 識

を 貼 付 す る と と も に 、 財 務 問 答 集 で 示 さ
れ た 附 属 品 物 品 管 理 簿 を 整 備 し た 。

（ 福 島 空 港 事 務 所 ）
当 該 物 品 に つ い て は 、 医 療 用 搬 送 車 の

収納箇所に備品番号を貼付するとともに、
救 命 具 内 訳 書 に よ り 管 理 す る 。

改 め て 会 計 事 務 必 携 の 附 属 品 の 取 扱 （ 出 納 局 審 査 課 ）
い に 係 る 記 載 内 容 を 周 知 ・ 徹 底 す る 必 高 額 物 品 に 係 る 一 式 （ 一 体 ） 物 品 の 管
要 が あ る 。 （ 出 納 局 ） 理 に つ い て は 、 会 計 事 務 必 携 に 記 載 し て
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い る と こ ろ で あ る が 、 さ ら に 全 部 局 の 職
員 へ の 周 知 ・ 徹 底 を 図 る た め 、 す い と う
時 報 第 37号 （ 平 成 25年 ３ 月 25日 発 行 ） に
て 、 よ り 具 体 的 な 内 容 の 説 明 を 行 っ た 。

(3 ) 高 額 物 品 の 保 管

高 額 物 品 を 良 好 な 状 態 で 常 に 供 用 （ テ ク ノ ア カ デ ミ ー 浜 ）
又 は 処 分 す る こ と が で き る よ う に 保 適 正 を 欠 い た 保 管 状 態 に あ る 一 部 高 額
管 す る 必 要 が あ る 。 （ テ ク ノ ア カ デ 物 品 に つ い て は 、 現 在 、 適 切 な 維 持 管 理
ミ ー 浜 、 県 北 建 設 事 務 所 ） に 向 け 対 応 を 進 め て い る 。

今後とも、高額物品の保管については、
遺 漏 の な い よ う 取 り 組 ん で い く 。

（ 県 北 建 設 事 務 所 ）
あ づ ま 総 合 運 動 公 園 で 供 用 し て い る 物

品 で 、 故 障 に よ り 使 用 不 能 だ が 、 同 機 種
の 物 品 が 故 障 し た 際 の 修 理 用 部 品 と し て
使 用 す る た め 、 倉 庫 に 保 管 し て お い た 物
品 が あ っ た 。 高 額 、 特 殊 な 物 品 で あ っ た
た め 、 こ の よ う な 対 応 を し て い た が 、 今
後 は 順 次 処 分 を 検 討 し て い く 。

３ 高 額 物 品 の 利 用 に つ い て
(2 ) 高 額 物 品 の 有 効 利 用

「 財 務 会 計 オ ン ラ イ ン シ ス テ ム に （ 出 納 局 入 札 用 度 課 ）
基 づ く 重 要 物 品 の 処 理 要 綱 」 に つ い す い と う 時 報 第 37号 （ 平 成 25年 ３ 月 25
て 、 改 め て 周 知 ・ 徹 底 す る 必 要 が あ 日 発 行 ） に 、 改 め て 処 理 要 綱 を 掲 載 し 、
る 。 （ 出 納 局 ） 重 要 物 品 の 管 理 に つ い て 、 登 録 か ら 遊 休

物品の登録、処分までの事務処理の周知・
徹 底 を 図 っ た 。

（ 監 査 総 務 課 ）

監 査 公 表 第 １ ８ 号
平 成 25年 ３ 月 29日 監 査 公 表 第 ８ 号 に よ り 公 表 し た 監 査 結 果 に つ い て 、 地 方 自 治 法 （ 昭

和 22年 法 律 第 67号 ） 第 199条 第 12項 の 規 定 に 基 づ き 、 福 島 県 教 育 委 員 会 委 員 長 か ら 次 の と
お り 措 置 状 況 の 通 知 が あ っ た の で 、 同 項 の 規 定 に よ り こ れ を 公 表 す る 。

平 成 25年 ８ 月 23日
福 島 県 監 査 委 員 青 木 稔
福 島 県 監 査 委 員 亀 岡 義 尚
福 島 県 監 査 委 員 美 馬 武 千 代
福 島 県 監 査 委 員 尾 形 克 彦

2 5 教 財 第 2 2 7 号
平 成 25年 ５ 月 31日

福 島 県 監 査 委 員 青 木 稔
福 島 県 監 査 委 員 亀 岡 義 尚

様
福 島 県 監 査 委 員 美 馬 武 千 代
福 島 県 監 査 委 員 尾 形 克 彦

福 島 県 教 育 委 員 会 委 員 長 境 野 米 子 □印
平 成 24年 度 行 政 監 査 の 結 果 に 係 る 措 置 状 況 に つ い て （ 通 知 ）

平 成 25年 ３ 月 19日 付 け 24福 監 第 222号 で 報 告 の あ り ま し た こ の こ と に つ い て 、 別 紙 の と
お り 措 置 を 講 じ ま し た の で 、 地 方 自 治 法 第 199条 第 12 項 の 規 定 に よ り 通 知 し ま す 。

（ 別 紙 ）
行 政 監 査 の 結 果 に 係 る 措 置 状 況 に つ い て

１ 監 査 対 象
高 額 物 品 の 管 理 及 び 利 用 に つ い て
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２ 所 見 及 び 措 置 の 状 況 に つ い て

監 査 委 員 所 見 措 置 状 況

第 ３ 監 査 委 員 意 見
２ 高 額 物 品 の 管 理 に つ い て
(1 ) 高 額 物 品 に 係 る 現 物 と 物 品 管 理 簿
の 照 合

速 や か に 高 額 物 品 に 係 る 物 品 管 理 （ 県 立 美 術 館 ）
簿 の 整 理 を 行 う と と も に 、 今 後 、 高 財 務 会 計 シ ス テ ム に よ る 処 理 を 行 い 、
額 物 品 に 係 る 現 物 と 物 品 管 理 簿 の 記 現 物 と 合 致 さ せ た 。
載 内 容 と の 照 合 を 適 切 に 行 う 必 要 が
あ る 。 （ 県 立 美 術 館 、 県 立 博 物 館 、 （ 県 立 博 物 館 ）
郡 山 北 工 業 高 等 学 校 、 岩 瀬 農 業 高 等 財 務 会 計 シ ス テ ム に よ る 処 理 を 行 い 、
学 校 、 平 工 業 高 等 学 校 、 勿 来 工 業 高 現 物 と 合 致 さ せ た 。
等 学 校 ）

（ 郡 山 北 工 業 高 等 学 校 ）
財 務 会 計 シ ス テ ム に よ る 処 理 を 行 い 、

現 物 と 合 致 さ せ た 。

（ 岩 瀬 農 業 高 等 学 校 ）
財 務 会 計 シ ス テ ム に よ る 処 理 を 行 い 、

現 物 と 合 致 さ せ た 。

（ 平 工 業 高 等 学 校 ）
財 務 会 計 シ ス テ ム に よ る 処 理 を 行 い 、

現 物 と 合 致 さ せ た 。

（ 勿 来 工 業 高 等 学 校 ）
財 務 会 計 シ ス テ ム に よ る 処 理 を 行 い 、

現 物 と 合 致 さ せ た 。

高 額 物 品 に 係 る 物 品 管 理 簿 の 照 合 （ 財 務 課 ）
な ど 、 高 額 物 品 の 適 正 な 管 理 に つ い 教育庁各課室、各教育事務所、各所館、
て 、 財 務 事 務 検 査 等 を 通 じ て 可 能 な 各 県 立 学 校 に 対 し て 、 行 政 監 査 結 果 報 告
限 り 指 導 す る 必 要 が あ る 。 書 を も と に 左 記 の 事 務 手 続 に お け る 注 意

事 項 に つ い て 周 知 を 図 っ た 。

(2 ) 高 額 物 品 に 係 る 一 式 （ 一 体 ） 物 品
の 管 理

高 額 物 品 に 係 る 附 属 品 に つ い て 、 （ 県 立 美 術 館 ）
適 切 に 備 品 番 号 を 貼 付 し 、 ま た 高 額 備 品 番 号 の 標 識 を 付 し 、 ま た 附 属 品 管
物 品 に 係 る 物 品 管 理 簿 等 を 適 切 に 整 理 簿 の 整 理 を 行 っ た 。
理 す る 必 要 が あ る 。 （ 県 立 美 術 館 、
福 島 工 業 高 等 学 校 、 郡 山 北 工 業 高 等 （ 福 島 工 業 高 等 学 校 ）
学 校 、 会 津 工 業 高 等 学 校 、 平 工 業 高 備 品 番 号 の 標 識 を 付 し 、 ま た 附 属 品 管
等 学 校 、 勿 来 工 業 高 等 学 校 ） 理 簿 の 整 理 を 行 っ た 。

（ 郡 山 北 工 業 高 等 学 校 ）
平成 24年度分については、標識の貼付、

附 属 品 管 理 簿 の 整 理 を 行 っ た が 、 平 成 23
年 度 以 前 の も の に つ い て は 未 了 で あ り 、
引 き 続 き 処 理 を 進 め て い く 。

（ 会 津 工 業 高 等 学 校 ）
一 部 の 高 額 物 品 の 附 属 品 に つ い て 、 標
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識 の 貼 付 、 附 属 品 管 理 簿 の 整 理 を 行 っ た
が 、 未 了 の も の に つ い て は 、 引 き 続 き 処
理 を 進 め て い く 。

（ 平 工 業 高 等 学 校 ）
備 品 番 号 の 標 識 を 付 し 、 ま た 附 属 品 管

理 簿 の 整 理 を 行 っ た 。

（ 勿 来 工 業 高 等 学 校 ）
備 品 番 号 の 標 識 を 付 し 、 ま た 附 属 品 管

理 簿 の 整 理 を 行 っ た 。

改 め て 会 計 事 務 必 携 の 付 属 品 の 取 （ 財 務 課 ）
扱 い に 係 る 記 載 内 容 を 周 知 ・ 徹 底 す 教育庁各課室、各教育事務所、各所館、
る 必 要 が あ る 。 各 県 立 学 校 に 対 し て 、 行 政 監 査 結 果 報 告

書 を も と に 左 記 の 事 務 手 続 に お け る 注 意
事 項 に つ い て 周 知 を 図 っ た 。

(6 ) 美 術 品 、 博 物 館 資 料 等 の 管 理

入力継続中である収蔵作品等のデー （ 県 立 美 術 館 ）
タ ベ ー ス に つ い て 、 作 品 等 管 理 の た 平 成 27年 度 ま で の 完 了 を 目 指 し 、 デ ー
め 十 分 に 活 用 で き る よ う 整 備 に 努 め タ 入 力 作 業 を 進 め て い く 。
ら れ た い 。 （ 県 立 美 術 館 、 県 立 博 物
館 ） （ 県 立 博 物 館 ）

平 成 25年 度 内 完 了 を 目 指 し 、 デ ー タ 入
力 作 業 を 進 め て い く 。

３ 高 額 物 品 の 利 用 に つ い て
(2 ) 高 額 物 品 の 有 効 利 用

「 財 務 会 計 オ ン ラ イ ン シ ス テ ム に （ 財 務 課 ）
基 づ く 重 要 物 品 の 処 理 要 綱 」 に つ い 教育庁各課室、各教育事務所、各所館、
て 、 改 め て 周 知 ・ 徹 底 す る 必 要 が あ 各 県 立 学 校 に 対 し て 、 行 政 監 査 結 果 報 告
る 。 書 を も と に 左 記 の 事 務 手 続 に お け る 注 意

事 項 に つ い て 周 知 を 図 っ た 。

（ 監 査 総 務 課 ）

監 査 公 表 第 １ ９ 号
平 成 25年 ３ 月 29日 監 査 公 表 第 ８ 号 に よ り 公 表 し た 監 査 結 果 に つ い て 、 地 方 自 治 法 （ 昭

和 22年 法 律 第 67号 ） 第 199条 第 12項 の 規 定 に 基 づ き 、 福 島 県 公 安 委 員 会 委 員 長 か ら 次 の と
お り 措 置 状 況 の 通 知 が あ っ た の で 、 同 項 の 規 定 に よ り こ れ を 公 表 す る 。

平 成 25年 ８ 月 23日
福 島 県 監 査 委 員 青 木 稔
福 島 県 監 査 委 員 亀 岡 義 尚
福 島 県 監 査 委 員 美 馬 武 千 代
福 島 県 監 査 委 員 尾 形 克 彦

福公委（会）第１号
平 成 25年 ５ 月 22日

福 島 県 監 査 委 員 青 木 稔
福 島 県 監 査 委 員 亀 岡 義 尚

様
福 島 県 監 査 委 員 美 馬 武 千 代
福 島 県 監 査 委 員 尾 形 克 彦

福 島 県 公 安 委 員 会 委 員 長 高 瀬 淳 □印
平 成 24年 度 行 政 監 査 の 結 果 に 係 る 措 置 状 況 に つ い て （ 通 知 ）

平 成 25年 ３ 月 19日 付 け 24福 監 第 222号 で 報 告 の あ り ま し た 平 成 24年 度 行 政 監 査 の 結 果
に つ い て は 、 別 紙 の と お り 措 置 し ま し た の で 地 方 自 治 法 第 19 9条 第 12項 の 規 定 に よ り 通
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知 し ま す 。
（ 別 紙 ）

行 政 監 査 の 結 果 に 係 る 措 置 状 況 つ い て
１ 監 査 対 象

高 額 物 品 の 管 理 及 び 利 用 に つ い て
２ 所 見 及 び 措 置 の 状 況 に つ い て

監 査 委 員 所 見 措 置 状 況

第 ３ 監 査 委 員 意 見
２ 高 額 物 品 の 管 理 に つ い て
(1 ) 高 額 物 品 に 係 る 現 物 と 物 品 管 理 簿
の 照 合

速 や か に 高 額 物 品 に 係 る 物 品 管 理 （ 会 計 課 ）
簿 の 整 理 を 行 う と と も に 、 今 後 、 高 高 額 物 品 の 不 用 決 定 又 は 分 類 換 え に 係
額 物 品 に 係 る 現 物 と 物 品 管 理 簿 の 記 る 物 品 管 理 簿 へ の 登 録 が 漏 れ て い た も の
載 内 容 と の 照 合 を 適 切 に 行 う 必 要 が に つ い て は 、 平 成 25年 ３ 月 21日 に 必 要 な
あ る 。 （ 会 計 課 ） 登 録 を 実 施 し た 。

ま た 、 今 後 の 防 止 策 と し て 、 物 品 管 理
簿 の 適 時 適 切 な 登 録 を 全 所 属 に 指 導 す る
と と も に 、 全 所 属 を 対 象 に 警 察 本 部 （ 会
計 課 ） が 毎 年 実 施 す る 物 品 検 査 に お い て
高 額 物 品 に 係 る 物 品 管 理 簿 と 現 物 の 照 合
を 重 点 的 に 実 施 す る 。

(2 ) 高 額 物 品 に 係 る 一 式 （ 一 体 ） 物 品
の 管 理

高 額 物 品 に 係 る 附 属 品 に つ い て 、 （ 会 計 課 ）
適 切 に 備 品 番 号 を 貼 付 し 、 ま た 高 額 高 額 物 品 に 係 る 一 式 （ 一 体 ） 物 品 で 附
物 品 に 係 る 物 品 管 理 簿 等 を 適 切 に 整 属 品 管 理 簿 が 未 作 成 の も の 又 は 枝 番 標 識
理 す る 必 要 が あ る 。 （ 会 計 課 ） が 未 貼 付 の も の に つ い て は 、 平 成 25年 ２

月 22日 ま で に 作 成 又 は 貼 付 を 実 施 し た 。
ま た 、 今 後 の 防 止 策 と し て 、 附 属 品 管

理 簿 の 作 成 及 び 枝 番 標 識 の 貼 付 に つ い て
全 所 属 に 指 導 す る と と も に 、 全 所 属 を 対
象 に 警 察 本 部 （ 会 計 課 ） が 毎 年 実 施 す る
物 品 検 査 に お い て こ れ ら の 点 に つ い て も
確 認 を 実 施 す る 。

（ 監 査 総 務 課 ）


